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110010

製造業等の
特定工場の
新設に係る
環境施設の
確保義務の
特例

Ｂ Ⅲ
地域準則の設定については、より地域
の実情に応じた設定となるよう平成１５
年度中に全国的に見直す。

全国的見直しにより
定める内容を明確に
示されたい。
当該見直しにより提
案内容が実現できる
のか示されたい。

Ｂ Ⅲ

地域準則を制定している自治体
の状況を把握し、工場立地に関
する準則第２条（敷地面積に占
める緑地面積の割合）、同３条
（敷地面積に対する環境施設面
積の割合）及び緑地面積率等に
関する区域の区分毎の基準（地
域準則）並びに施行規則第３条
（緑地の定義）及び同第４条（緑
地以外の環境施設の定義）につ
いて検討し、その結論を踏まえ
て、平成１５年度中に全国対応
することとしている。

2179010 兵庫県(28000)
ものづくり特
区

製造業等の
特定工場の
新設に係る
環境施設の
確保義務の
特例

110020

地方拠点法
に定める「産
業業務施
設」の業種
規制の緩和

Ｆ

工場の再配置の促進については、「工
場再配置促進法」において、工場以外
の産業業務施設の再配置の促進につ
いては、「地方拠点都市地域の整備及
び産業業務施設の再配置の促進に関
する法律」において、財政措置等の支
援措置を講じている。したがって、産業
業務施設に工場を特例で追加すること
は、財政支援措置の拡大に繋がり、従
来型の財政措置を要望するものであ
り、特区としての対応は不可

1017030 山形県(6000)
超精密技術
集積特区

地方拠点法
に定める「産
業業務施
設」の業種
規制の緩和

110030

指定引取場
所のない離
島における
家庭用機器
の処理

Ｄ－１

市町村が廃棄物の処理基準に基づい
て回収・再資源化等を行うことは、特定
家庭用機器再商品化法により妨げられ
ていないので、同法による 特段の措置
を講ずることなく実施しうるものである。

市町村が小売業者に
廃家電４品目の回収
を委託することによっ
て、小売業者を通じ
て、収集、運搬を行
い、リサイクルセン
ターで再資源化する
ことが可能と解してよ
いか。

Ｄ－１

特定家庭用機器再商品化法に
おいては、「５．制度の現状」で
述べた原則により、小売業者
は、引き取った廃家電４品目を
製造業者等に引き渡すことが義
務付けられている。このため市
町村で処理する廃家電４品目の
収集運搬を小売業者に委託する
ことはできないが、廃棄物の処
理及び清掃に関する法律に基づ
いて市町村が許可する一般廃棄
物収集運搬業者等に委託して収
集運搬体制を構築することはで
きる。

提案者の意見によると、小売業
者を通じた収集運搬に係る排出
者の負担の軽減を図るため、小
売業者を通じて市町村のリサイ
クルセンターまで収集運搬でき
ないかを求めるものであり、この
点を踏まえて再度検討し、回答
されたい。

C

特定家庭用機器再商品化法は、従来は
市町村が行っていた廃家電４品目の処理
について、拡大生産者責任の考え方に
沿って、民間活力を活用し、回収は小売
業者が行い、再資源化等は製造業者等
が行う体制に改めるべく制定したものであ
る。市町村による回収は、小売業者によ
る回収が困難な場合に、これを補完する
ものとして例外的に位置付けられている。
したがって、小売業者によって回収された
ものを市町村の処理に戻すことは、制度
構築の趣旨そのものを否定するものであ
るから、そのような取扱いを認めることは
出来ない。なお、奄美大島においては、
従来、他の地域に比べて収集運搬料金
が割高であったが、平成１４年６月、国及
び鹿児島県の支援の下、鹿児島から商
品を搬入している業者の帰便トラックを活
用した収集運搬体制が整備され、この結
果、従来の半額程度でほぼ本土並の収
集運搬料金が実現しているところ。

2156010

名瀬市（46207）
大和村（46523）
宇検村（46524）
住用村（46526）
龍郷町（46527）
笠利町（46528）
瀬戸内町
（46525）

奄美大島リ
サイクル特
区

奄美大島リ
サイクル特
区構想
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110040

地域循環型
社会形成の
ための燃料
用アルコー
ルのアル
コール事業
法の適用対
象化

Ｄ－１

通常の一般アルコールの使用と同様、
アルコール事業法第２６条第２項の許
可を受けることによって、自動車燃料用
として一般アルコールを使用することが
可能となる。

提案は、市が自動車
燃料用としてアルコー
ルを購入し、ガソリン
スタンドへの委託によ
りアルコールの保管、
混合並びに市の公用
車への給油を行うこと
を想定しているが、こ
の場合でも市がアル
コールの使用許可を
取ることで可能となる
のか、具体的に検討
し、回答されたい。

Ｄ－1

市が自動車燃料用としてアル
コールの使用許可を取り、アル
コールの保管及び混合をガソリ
ンスタンドに委託して行わせるこ
とは可能である。なお、市の公用
車への給油は、品確法に基づく
登録を受けた揮発油販売業者が
行うのであれば問題ない。

2078010 新庄市(6205)

バイオマス
による地域
循環型社会
の形成特区

地域循環型
社会形成の
ための燃料
用アルコー
ルの一般ア
ルコール化

110050

火薬類の消
費に関する
許可基準等
の緩和

現在横浜市の担当者に具体的な要請
事項について照会中

提案内容を具体的に
検討し、回答された
い。

C

火薬類の消費許可については、
都道府県知事の権限となってお
り、本要望について、神奈川県
知事の裁量の範囲内であること
から、事業者が許可を受けた上
で消費行為を行うことを想定して
いる場合には、神奈川県担当部
局とよく調整されたい。なお、許
可を得て事業を実施する場合
に、一定の期間内で使用する消
費量の上限や消費計画等を予
め申請し、包括的に許可を得て
事業を実施することも可能であ
ることから、その点についても神
奈川県と具体的に相談された
い。
一方、無許可消費数量の引き上
げについては、無許可での火薬
類の消費による爆発又は燃焼に
より事故が発生する可能性を事
前に予測し、それを未然に防止
するための代替措置が存在しな
いことから、当該基準の引き上
げを行うことは困難。

地方公共団体より安全確保策が
示され、現行と同等の安全性が
証明される場合に、証明される
範囲で特区において無許可消費
数量の引き上げが実施できない
か、具体的に検討し、回答された
い。

C

○映画撮影における火薬類の消費は、主
としてガソリン等の燃焼を火薬類の爆発
により拡大させることが目的であり、消費
量としては無許可消費量以下で消費され
ているのが一般的であると認識している。
○火薬類は内包するエネルギー量が大
きく、爆発の危険性を有するものであり、
ひとたび事故が発生した場合の被害が甚
大かつ広範に及ぶ可能性があるため、公
共の安全の観点から、火薬類の消費につ
いては、慎重に取り扱う必要がある。
○映画撮影における火薬類の消費形態
は、消費場所、消費量、消費方法がそれ
ぞれの撮影毎に異なることから、一律な
安全確保対策を定めることは実態的に困
難であることから、個別案件毎に審査を
行い、それぞれの消費形態に最適な安全
確保対策に沿って消費する必要があると
考えられるため、一律で無許可数量の引
き上げを行うことは困難である。

2166020 横浜市(14100)
文化芸術創
造交流特区

火薬類の消
費に関する
許可基準等
の緩和
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110060

労働者派遣
事業に関す
る制限規定
の削除

C

１．労働者派遣業者が弁理士の労働者派遣事
業を行うことを認めれば、労働者派遣業者が派
遣弁理士を通じて実質的に弁理士業務を行うこ
ととなり、弁理士又は特許業務法人でない者が
他人の求めに応じて報酬を得て特許権等の出
願等に関する手続等を行うことを禁止した弁理
士法７５条に抵触する。本規定の趣旨は、産業
財産権の適正な保護及びその確保を前提とし
た利用の促進を図るという観点から、厳格な資
格要件や職務の誠実適正な執行のための必要
な規律に基づき、能力的・倫理的担保を有する
弁理士に社員を限定するというもの。
２．一方、本要望を特区という特定の地区内に
限定してその規制対象・範囲を変更すると、当
該特区内における労働派遣業者が実質的に特
許業務法人と同様の機能を果たしうることにな
るため、たとえ、当該業務を実施する労働派遣
業者の所在地に地域的な限定をかけたとして
も、実際に派遣弁理士が取り扱うこととなる特許
権等の権利の効力は、当該特区外の者に対し
ても当然にして及ぶこととなり、これは、場合に
よっては、特区外の者が有する権利を侵害する
などの問題が生じるおそれがあり、また、そのお
それを回避するための代替措置が存在しないこ
とから、特区として対応することは困難。
３．本要望への対応については、特定の地域内
のみを対象に検討すべき事項ではなく、全国的
に、他の士業の労働派遣の是非にも留意しつ
つ、資格法制全体のあり方を視野にいれて検討
することが妥当と考えるが、現時点においては
対応することは困難である。

貴省の回答では「労
働者派遣業者が派遣
弁理士を通じて実質
的に弁理士業務を行
うこととなり、弁理士
又は特許業務法人で
ない者が他人の求め
に応じて報酬を得て
特許権等の出願等に
関する手続等を行うこ
とを禁止した弁理士
法７５条に抵触する」
とあるが、労働者派
遣業者によって派遣
される弁理士の派遣
先が特許業務法人で
ある場合、法律サー
ビスの受益者の立場
からすれば、社員を
弁理士のみに限って
いる特許業務法人と
なんら変わることはな
く、問題ないのではな
いか。この点を踏ま
え、再度検討し、回答
されたい。

C

１．弁理士を労働者派遣の対象とす
べきでないのは前回述べたとおりで
あり、これを認めると、労働者派遣
業者が派遣弁理士を通じて実質的
に弁理士業務を行うこととなり、弁理
士又は特許業務法人でない者が他
人の求めに応じて報酬を得て特許
権等の出願等に関する手続等を行
うことを禁止した弁理士法７５条に
抵触するからである。
２．特許業務法人が労働者派遣業
者から弁理士の派遣を受けたいと
の要望があるとは承知していない
が、派遣先が特許業務法人の場合
であっても、労働者派遣業者が、雇
用した弁理士を通じて実質的に弁
理士業務を行うこと自体が弁理士法
７５条に抵触するのであり、このこと
は派遣先が特許業務法人であって
も同様である。
３．そして、本要望への対応につい
ては、全国的に、他の士業の労働
派遣の是非にも留意しつつ、資格法
制全体の在り方を視野に入れて検
討することが妥当であり、現時点で
は対応することは困難であることも
前回の回答の通りである。

・法人制度が導入されたことから、当該
資格者について「資格者個人がそれぞ
れ業務の委託を受けて当該業務を行う
（当該業務については指揮命令を受け
ることがない）ことから、労働者派遣の
対象とならないものである」とする「労働
者派遣事業関係業務取扱要領」の規定
については、廃止すべきではないか、検
討の上、厚生労働省と調整されたい。
・貴省の回答では、「第75条に抵触す
る」としているが、どのような場合でも抵
触するのか確認されたい。抵触しない場
合もあるのであれば、抵触しない場合に
ついて明確にできないか。
・貴省の回答では、派遣元が資格者を
通じて派遣先事業者の業務を行うことと
なり、業務独占規定に抵触するとのこと
であるが、派遣元と派遣資格者との間
の雇用関係に基づく指導・監督権限が
資格の対象となっている業務に及ばな
いよう、労働者派遣契約で明確にすれ
ば資格者の派遣は可能ではないか。契
約では不十分であれば、外国法事務弁
護士法第49条に倣って法的に担保する
ことが考えられないか。特に、派遣先で
インハウスの業務を行う場合、派遣先が
特許業務法人の場合の両方について検
討されたい。

C

　「労働者派遣事業関係業務取扱規定」において、
「資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該
業務を行う（当該業務については指揮命令を受け
ることがない）ことから、労働者派遣の対象とならな
いものである」と規定しているのは、従前から回答
するとおり、労働者派遣業者が派遣弁理士との間
の雇用契約に基づく指揮命令を通じて実質的に弁
理士業務を取り扱うこととなり、弁理士法第７５条に
抵触するので、これを禁じているものである。同規
定は、社員を弁理士に限定した特許業務法人制度
（弁理士法第３９条第１項）と矛盾するものではな
く、法人制度の導入によって廃止すべきものではな
い。
　弁理士法は、厳格な資格要件を課し、職務の誠
実適正な執行のための能力的・倫理的担保のされ
た弁理士（又は特許業務法人）だけが、弁理士業
務を行うことができる旨規定し、これらの者には業
務上・倫理上の規範が与えられ、これを逸脱する
行為は、経済産業省、日本弁理士会による、指導・
懲戒の対象となる（弁理士法第３２条、第５６条
等）。
　弁理士を被雇用者とする雇用関係においては、
雇用関係に基づく指揮・監督権限の内容に関わら
ず、包括的な指揮命令権限のある雇用主たる地位
を有する者に、業務上・倫理上の規範が与えられ
なければならず、さもなければ、被雇用者たる弁理
士の規範逸脱行為に対する責任主体が明確となら
ず、ひいてはユーザーの利益保護の観点から重大
な問題が生じるおそれがある。
　したがって、無資格者が弁理士を雇用すること
は、指導監督権限が弁理士業務に及ばないものと
しても許容すべきでなく、このことは、派遣先が特
許業務法人かどうかは関係ない。

2236020
株式会社東京
リーガルマインド
（50020）

士業派遣特
区

労働者派遣
についての
定義に関
し、士業者
についての
例外を設け
る

110060

労働者派遣
事業に関す
る制限規定
の削除

C

１．労働者派遣業者が弁理士の労働者派遣事
業を行うことを認めれば、労働者派遣業者が派
遣弁理士を通じて実質的に弁理士業務を行うこ
ととなり、弁理士又は特許業務法人でない者が
他人の求めに応じて報酬を得て特許権等の出
願等に関する手続等を行うことを禁止した弁理
士法７５条に抵触する。本規定の趣旨は、産業
財産権の適正な保護及びその確保を前提とし
た利用の促進を図るという観点から、厳格な資
格要件や職務の誠実適正な執行のための必要
な規律に基づき、能力的・倫理的担保を有する
弁理士に社員を限定するというもの。
２．一方、本要望を特区という特定の地区内に
限定してその規制対象・範囲を変更すると、当
該特区内における労働派遣業者が実質的に特
許業務法人と同様の機能を果たしうることにな
るため、たとえ、当該業務を実施する労働派遣
業者の所在地に地域的な限定をかけたとして
も、実際に派遣弁理士が取り扱うこととなる特許
権等の権利の効力は、当該特区外の者に対し
ても当然にして及ぶこととなり、これは、場合に
よっては、特区外の者が有する権利を侵害する
などの問題が生じるおそれがあり、また、そのお
それを回避するための代替措置が存在しないこ
とから、特区として対応することは困難。
３．本要望への対応については、特定の地域内
のみを対象に検討すべき事項ではなく、全国的
に、他の士業の労働派遣の是非にも留意しつ
つ、資格法制全体のあり方を視野にいれて検討
することが妥当と考えるが、現時点においては
対応することは困難である。

貴省の回答では「労
働者派遣業者が派遣
弁理士を通じて実質
的に弁理士業務を行
うこととなり、弁理士
又は特許業務法人で
ない者が他人の求め
に応じて報酬を得て
特許権等の出願等に
関する手続等を行うこ
とを禁止した弁理士
法７５条に抵触する」
とあるが、労働者派
遣業者によって派遣
される弁理士の派遣
先が特許業務法人で
ある場合、法律サー
ビスの受益者の立場
からすれば、社員を
弁理士のみに限って
いる特許業務法人と
なんら変わることはな
く、問題ないのではな
いか。この点を踏ま
え、再度検討し、回答
されたい。

C

１．弁理士を労働者派遣の対象とす
べきでないのは前回述べたとおりで
あり、これを認めると、労働者派遣
業者が派遣弁理士を通じて実質的
に弁理士業務を行うこととなり、弁理
士又は特許業務法人でない者が他
人の求めに応じて報酬を得て特許
権等の出願等に関する手続等を行
うことを禁止した弁理士法７５条に
抵触するからである。
２．特許業務法人が労働者派遣業
者から弁理士の派遣を受けたいと
の要望があるとは承知していない
が、派遣先が特許業務法人の場合
であっても、労働者派遣業者が、雇
用した弁理士を通じて実質的に弁
理士業務を行うこと自体が弁理士法
７５条に抵触するのであり、このこと
は派遣先が特許業務法人であって
も同様である。
３．そして、本要望への対応につい
ては、全国的に、他の士業の労働
派遣の是非にも留意しつつ、資格法
制全体の在り方を視野に入れて検
討することが妥当であり、現時点で
は対応することは困難であることも
前回の回答の通りである。

・法人制度が導入されたことから、当該
資格者について「資格者個人がそれぞ
れ業務の委託を受けて当該業務を行う
（当該業務については指揮命令を受け
ることがない）ことから、労働者派遣の
対象とならないものである」とする「労働
者派遣事業関係業務取扱要領」の規定
については、廃止すべきではないか、検
討の上、厚生労働省と調整されたい。
・貴省の回答では、「第75条に抵触す
る」としているが、どのような場合でも抵
触するのか確認されたい。抵触しない場
合もあるのであれば、抵触しない場合に
ついて明確にできないか。
・貴省の回答では、派遣元が資格者を
通じて派遣先事業者の業務を行うことと
なり、業務独占規定に抵触するとのこと
であるが、派遣元と派遣資格者との間
の雇用関係に基づく指導・監督権限が
資格の対象となっている業務に及ばな
いよう、労働者派遣契約で明確にすれ
ば資格者の派遣は可能ではないか。契
約では不十分であれば、外国法事務弁
護士法第49条に倣って法的に担保する
ことが考えられないか。特に、派遣先で
インハウスの業務を行う場合、派遣先が
特許業務法人の場合の両方について検
討されたい。

C

　「労働者派遣事業関係業務取扱規定」において、
「資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該
業務を行う（当該業務については指揮命令を受け
ることがない）ことから、労働者派遣の対象とならな
いものである」と規定しているのは、従前から回答
するとおり、労働者派遣業者が派遣弁理士との間
の雇用契約に基づく指揮命令を通じて実質的に弁
理士業務を取り扱うこととなり、弁理士法第７５条に
抵触するので、これを禁じているものである。同規
定は、社員を弁理士に限定した特許業務法人制度
（弁理士法第３９条第１項）と矛盾するものではな
く、法人制度の導入によって廃止すべきものではな
い。
　弁理士法は、厳格な資格要件を課し、職務の誠
実適正な執行のための能力的・倫理的担保のされ
た弁理士（又は特許業務法人）だけが、弁理士業
務を行うことができる旨規定し、これらの者には業
務上・倫理上の規範が与えられ、これを逸脱する
行為は、経済産業省、日本弁理士会による、指導・
懲戒の対象となる（弁理士法第３２条、第５６条
等）。
　弁理士を被雇用者とする雇用関係においては、
雇用関係に基づく指揮・監督権限の内容に関わら
ず、包括的な指揮命令権限のある雇用主たる地位
を有する者に、業務上・倫理上の規範が与えられ
なければならず、さもなければ、被雇用者たる弁理
士の規範逸脱行為に対する責任主体が明確となら
ず、ひいてはユーザーの利益保護の観点から重大
な問題が生じるおそれがある。
　したがって、無資格者が弁理士を雇用すること
は、指導監督権限が弁理士業務に及ばないものと
しても許容すべきでなく、このことは、派遣先が特
許業務法人かどうかは関係ない。

2236030
株式会社東京
リーガルマインド
（50020）

士業派遣特
区

労働者派遣
事業に関す
る制限規定
の削除



2.管理
コード

3.規制の特
例事項名

6.措置
の分
類

7.措置
の内
容

8.措置の概要(対応策)

11．各省庁からの回
答に対する構造改革
特区推進室からの再

検討要請

12．
「措置
の分
類」の
見直し

13．
「措置
の内
容」の
見直し

14．各省庁からの再検討要請に
対する回答

15．各省庁からの回答に対する
構造改革特区推進室からの

再々検討要請

16．
「措置
の分
類」の
見直し

17．
「措置
の内
容」の
見直し

18．各省庁からの再検討要請に対する回
答

規制特
例提案
事項管
理番号

提案主体名 特区計画の
名称

規制の特例
事項（事項

名）

110070

融資保証対
象業種拡大
に関する中
小企業信用
保険法等の
改正

F

各地域の信用保証協会が自らの判断
で芸ぎ業・芸ぎ周旋業に保証を行うこと
は信用保証協会法上は可能。一方、中
小企業信用保険法において、中小企
業総合事業団が信用保証協会を相手
方として締結する信用保険契約は予算
措置で成り立っているものである。こう
した各地域の独自の取組を信用保険
の対象とすることは、中小企業信用保
険法施行令の中小企業者が行う特定
事業の範囲の拡大であることから、税
財政上優遇措置が規定されている対
象範囲の拡大に関する提案であるた
め、特区として対応することは不可能で
ある。

2210010
静岡県熱海市
(22205)

接客業に対
する融資対
象業種拡大

融資保証対
象業種拡大
に関する中
小企業信用
保険法等の
改正

110080
特許の出願
手続きの簡
素化

Ｃ

要望のような特例措置を講じて、明細
書等の出願手続を簡素化し、論文等で
代替可能とすると、特許請求の範囲が
不明確となり、法的安定性を害し、無用
な紛争を招くという弊害が生じる。たと
え技術分野を限定して実施したとして
も、論文等は新規の技術的思想のみ
ならず、既知の技術的思想をも含み、
両者は混在していることから、特許請
求の範囲を明確にするのが困難であ
る。加えて、上記の弊害を適切に除去
する代替措置が存在しない。また、そも
そも技術分野の判断は困難で、技術分
野を限定すること自体、困難である。さ
らに、発明が特区内で生じたか否かの
判断も困難である。したがって、対応不
可能である。

2242090

東京都（13000）
神奈川県
（14000）
横浜市（14100）
川崎市（14130）

東京湾岸地
域における
経済特区

特許の出願
手続きの簡
素化

110090
特許出願猶
予期間の延
長

Ｂ Ⅰ

知的財産戦略本部において取りまとめ
られた「知的財産の創造、保護及び活
用に関する推進計画」に基づき、世界
知的所有権機関（ＷＩＰＯ）における実
体特許法条約に関する議論等、特許
制度の国際的調和の議論の動向を踏
まえつつ、新規性喪失の例外が認めら
れる期間の見直し及び要件の緩和を
検討し、２００４年度末までに結論を得
る予定。

全国的見直しにより
定める内容を明確に
示されたい。
また、「検討し、２００
４年度末までに結論
を得る予定」とある
が、平成１６年度末ま
でに制度的に措置さ
れるのか明らかにさ
れたい。

Ｂ Ⅰ

新規性喪失の例外は実体特許
法条約（ＳＰＬＴ）において先発明
主義の見直しとのパッケージで
議論されており、特許制度の国
際的調和の観点を踏まえて検討
する必要があるため、現時点で
内容を明確化することは困難。
また、平成１６年度開催予定のＳ
ＰＬＴの会合において議論される
ため、措置の時期はその進捗状
況によるので、現時点において、
それを明確化することは困難。

2242100

東京都（13000）
神奈川県
（14000）
横浜市（14100）
川崎市（14130）

東京湾岸地
域における
経済特区

出願手続き
の緩和


